
中央会では組合の情報化支援のため、ホームページ作成を支援しています。

○ホームページ作成費や既に作成されているホームページの更新(リニューアル)
費用の２／３以内（１７万５千円を限度とします）の額を中央会が補助し、組合
ホームページの作成を支援いたします。

パソコンなどのハードウエア購入費、ホームページ編集用等のソフトウエア※
の購入費は対象となりません。

中央会では組合等のホームページ担当者を対象に、ホームページ作成後の運※
営に不可欠なホームページ更新等の研修会を開催しています。担当者の方は
参加下さい。

○募集予定数 ５組合

○詳しい内容については中央会までお問い合わせ下さい
（稲垣）奈良県中小企業団体中央会 企画第２チーム

TEL．０７４２-２２-３２００
FAX．０７４２-２６-０１２５
E-mail: inagaki@chuokai-nara.or.jp

平成 年 月 日

申 込 書

奈良県中央会が組合等情報発信支援事業に参加することを希望します

組合名
代表者 印

・本事業責任者

・情報発信の目的(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成の目的､方針等の基本コンセプト)

・予定している情報発信の内容(組合概要､組合の目指すもの､組織のｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ等)

・ホームページ作成後の運用体制



組合等情報発信支援事業 実施スキーム 
 

組合側 
組合等情報発信支援事業（組合ホームページ作成等支援事業） 

参加申込書により、中央会へ事業参加の申込 

助成対象組合決定通知書を送付 

組合側 
組合の主導で、組合ホームページの作成及び更新（リニューアル）

の内容の検討後、作成業者の選定及び作成予算の確定 

組合側 

補助金交付決定通知書（様式第２）を送付 

中央会に対し、補助金交付申請書（様式第１）を提出 

組合側 ホームページの作成・更新完了後、組合より作成業者にその費用

の支払いを行う 

組合側 実績報告書(様式第３)及び精算払請求書(様式第４)を提出 

精算払請求書に記載された組合口座に補助金を振込 
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